
同居している世帯）

白老町は、町町内民間賃貸住宅に町外から転入された世帯に対し、家賃の一部を補助します。

補助対象者 以下の①～③全てに該当する方
①令和２年４月１日以降に町外から町内民間賃貸住宅に転入し、転入後２
町内に居住する意思を有している方

年以上

②「若年世帯 」（世帯主が４０歳未満） または「子育て世帯
」

（１５歳以下の
に該当する世帯の世帯主

③町税等滞納者・暴力団員・生活保護受給者・他の公的住宅扶助受給者が世帯主及び同居人に
いない方など

支援内容 （月額家賃－住宅手当 １ ２当）×
若年世帯：上限１万円
子育て世帯：上限 1.5万円
転入後３カ月以内に申請が必要となります。詳細は下記担当へ問い合わせてください。

子どもと

問い合わせ先：企画課　地域振興グループ　☎８２－８２１３

問い合わせ先：企画課　企画グループ　☎８２－８２１３


